
＊「エコキュート」は関西電力の登録商標です。
＊「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが推奨する自然冷媒CO2ヒートポンプ
　給湯機の愛称です。

三菱 エコキュート家庭用自然冷媒CO2
ヒートポンプ給湯機

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 2024年 5月作成HPC6700（24.05）MEE

家庭用 2024-5

給湯省エネ2024事業給湯省エネ2024事業
補助金申請 簡単ガイド補助金申請 簡単ガイド

詳しくは
公式HPを
ご覧ください。

詳しくは
公式HPを
ご覧ください。

□①台所に設置したリモコンの消費者納品書

事業者登録STEP

1

住宅省エネポータルにて申請
ポータルでの申請操作手順は裏表紙をチェック

STEP

3

住宅省エネポータルにて申請STEP

3

申請に必要な書類を準備
必須

□①建築主又は工事発注者の本人確認書類
運転免許証等

□②給湯省エネ2024事業共同事業実施規約

□⑥設置した給湯機の製品型番が確認できる書類

□④工事前写真

□⑤工事後写真

□③以下の該当書類
工事請負契約

不動産売買契約
リース契約

工事請負契約書の写し
※注文書・注文請書でも可

不動産売買契約の写し
リース契約書の写し

A要件に適合する機種申請の場合

STEP

2

※申請はWEB上で行うため上記書類は全て電子データでのご準備が必要です。

以下の書類が追加で必要になります。

次ページ 1 参照

次ページ 2 参照

次ページ 3 参照

次ページ 5 参照

次ページ 2 参照

次ページ
 4 参照

の書類は開いて詳細をチェック次ページ参照

□②台所リモコン写真

電気温水器からの買い替えの場合
以下の書類が追加で必要になります。

□①撤去工事の契約書の写し
□②撤去する電気温水器及び銘板ラベルの写真
□③電気温水器が設置されていた場所の写真
※電気温水器・蓄熱暖房機撤去による加算措置の申請詳細は事業HPを
　ご確認ください。

B要件に適合する機種申請の場合
追加必要書類はありません
※申請時、WEB上でチェックするのみ

統括アカウント登録 担当者アカウント登録
統括アカウントと連携

◆基本的な申請の流れ

◆工事及び申請機種等の情報編集画面

統括アカウントで
ポータルにログインし

① ② ③

事業者
登録

申請手順
詳しくは「住宅省エネポータル操作説明書」を
ご確認ください。

給湯省エネ2024事業専用ポータルにログインし、TOP画面左上の「新規申請（予約含む）」をクリックすると以下申請入力画面が表示されます。

A要件適用のリモコンを設置する場合は、
対象となる「台所リモコン」の形名入力
※セット形名ではないためご注意ください。

シリーズ システム形名
SRT-P376UB★

SRT-P466UB★

SRT-P556UB

SRT-P376B

SRT-P466B

SRT-PK376UBD★

SRT-PK466UBD★

SRT-PK556UBD

SRT-S376U

SRT-S466U

SRT-S556U

SRT-S376★

SRT-S466★

SRT-S556★

SRT-S376UZ★

SRT-S436UZ★

SRT-SK376UD

SRT-SK466UD

SRT-SK556UD★

SRT-SK376D★

SRT-SK466D★

SRT-B376U

SRT-B466U

SRT-B306DM★

参考：台所リモコン形名一覧表

P

S

EX

★マークの機種は耐塩害仕様の形名も対象です。形名の末尾に-BSが入ります。

RMCB-H6SE-T

RMCB-F6SE-T

RMCB-D6SE-T

リモコンセット形名

RMCB-KC6-T

RMCB-KD6-T

台所リモコン形名

申請タイプを選択しクリック

一番左の「編集」をクリック 
その後以下の項目順に操作
（項目ごとに情報の保存が必要）
①工事及び申請機種等の情報を編集 
②提出書類の添付
④工事写真の添付
⑤最終確認・申請の提出

エコキュート選択後、製品型番、機器費用、
工事費用を入力
※補助金基本額が表示されない場合、型番に
　誤りがある可能性があるためご注意ください。

更新ボタンを押すと
補助金額が確認欄に
反映される

機器撤去による加算対象となる場合はボックスに
チェック後、撤去日等必要情報を入力し、更新ボタン
をクリック

最後に更新ボタンを押して最終的な申請金額に間違いがないか確認する

住宅省エネ2024キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口

0570-055-224
03-6625-2874IP電話等からのお問い合わせ



こちらをクリックスクロール

以下の確認事項をすべて満たしている納品書をご準備ください。

三菱の場合、
メーカー保証書が該当します。

壁に取り付け後、左写真のように撮影してください。

①書類が納品書であること
②納品先が対象住宅の住所と一致すること
③納品事業者名が施工業者（給湯省エネ事業者）であること

④製品名の記載が確認できること
⑤製品型番（型式）もしくはセット型番の記載があること
⑥台数の記載があること
⑦納品日の記載があること

申請に必要な書類を準備STEP

2 共同事業実施規約1 必須

台所に設置したリモコン型番が確認できる消費者納品書4 A要件

設置した給湯機の製品型番が確認できる書類3 必須

台所リモコン写真の撮影5 A要件

【施工業者様でご用意がない場合】

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/information/subsidy/kyutou-shoene/index.html

右記載様式で代替可能です。
以下暮らしと設備サイト「補助金制度のご案内」内からダウンロードできます
のでご活用ください。（Excelでの出力）

＊エネルギー小売業者が申請を代行する場合は「交付申請の手引き」7-1を参照してください。

サンプル
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【撮影方法について】
ふたを開けると形名の記載があります。
形名が確認できるように撮影してください。

【撮影し忘れ等について】

台所リモコン形名はポータルでの申請時も入力が必要になります。

台所リモコン写真の提出免除はありません。

住宅省エネポータルでの申請操作手順は次ページをチェック

指定様式を右記よりダウンロードし、記入してください。 指定様式ダウンロード

以下のように住宅の種別によって撮影対象が変動します。

一括申請の場合は右記から写真台紙をダウンロードし、
写真を貼付してください。

住宅の種別
新築
注文住宅 設置予定の場所

新築
分譲住宅

購入・工事タイプ：提出不要
リース利用タイプ：設置予定の場所

既存住宅
リフォーム
条件付き購入

従前の給湯器（全体が確認できること）
◇増築等により設備を増設する場合は、
　設置予定の場所

撮影する対象

給湯省エネ 2024 事業
（様式 3）購入・工事・リース利用兼用

2

第１条（要件等の確認）
甲及び乙は、本補助金の交付規程及びマニュアル類等（以下、「交付

規程等」という。）をよく参照し、交付対象の要件に合致することを確認
する。甲及び乙は、要件に反する事項があることを知った場合、速やか
に相手に通知する義務を負う。
2　甲及び乙は、以下の①から⑫の全ての事項について、了解する。
① 本補助金の交付申請が不備なく完了するまでに本補助金の予算が
終了した場合、本補助金の交付を受けられないこと。

② 本補助金の補助対象となる高効率給湯器等（以下、「補助対象製
品」という。）の導入（以下、「本導入」という。）に対して、子育てエコ
ホーム支援事業を含む国庫補助を財源とする他の補助金との併用
は行わないこと（子育てエコホーム支援事業において、新築住宅の
補助を受けている場合を含む。）。

③ 国及び給湯省エネ2024 事業事務局（以下、「本事務局」といい、国
と総称して「事務局等」という。）が前号に違反する疑いがあると認
めた場合、事務局等は、併用が疑われる他の補助事業の所管先に
対して、本導入について甲及び乙が提出した本補助金の交付申請
（以下、「本交付申請」という。）の情報を提供する場合があること。
④ 交付規程等に反して、若しくは怠慢、虚偽の申告及びその他の不正な
手段（以下、「不適切な行為」という。）により、本補助金の交付を受け、
又は受けようとしてはならないこと。また、相手が不適切な行為を行
っている、又は行おうとしていることを知ったときは、直ちに本事務局
に報告しなければならないこと。

⑤ 事務局等が前号に違反する疑いがあると認めた場合、事務局等は、
本交付申請において本事務局に提出した書類の発行元に対して、
本交付申請の情報を提供する場合があること。

⑥ 乙は、本導入により設置した補助対象製品を善良な管理者の注意
をもって管理し、本補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を
行わなければならないこと。

⑦ 甲及び乙は、補助事業の完了から６年間、本事務局の承認なく、本導
入により設置した補助対象製品を、本補助金の交付の目的に反して
使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，担保に供し，取り壊し，又は不当
に廃棄してはならないこと（本補助金の交付を受けた住宅を、住宅
として販売、譲渡又は貸し付け等を行う場合を除く。）。

⑧ 甲及び乙は、事務局等が、本補助金の適正かつ円滑な運営のため
に行う調査（本導入を行った住宅への現地確認を含む。）に協力し
なければならないこと。

⑨ 事務局等が、本事業の効果検証を行う場合、甲及び乙は事務局等
に協力すること。

⑩共同事業者が個人であり、本件契約を令和6年 4月16日以降に締
結している場合、補助対象製品の導入による温室効果ガス排出削減
効果のＪクレジット化のために、Ｊークレジット事業実施団体（Ｊーク
レジット制度に基づき排出削減事業を行う団体をいう。）若しくは地
方公共団体又は民間団体等が運営、管理するＪークレジット制度に
基づく排出削減事業（プログラム）に参加する意思を表明しなければ
ならないこと。
ただし、ZEH補助金等、他のプログラムに入会しており、本事業の補
助対象である給湯器の温室効果ガス排出削減効果が、既にクレジッ
ト化されている又は見込みである場合を除く。

⑪ 前十号に違反した場合、本補助金及び他の国庫補助金の交付を受
けられないことがあること。

⑫甲から本事務局に提出した乙の個人情報の利用、保存及び管理に
は、（ⅰ）住宅省エネ2024キャンペーンのプライバシーポリシー及
び（ⅱ）本事業のプライバシーポリシーが適用されること。
（ⅰ） https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/privacy/
（ⅱ） https://kyutou-shoene2024.meti.go.jp/privacy/

第２条（申告）
甲及び乙は、以下の①及び②に該当しないことを互いに申告す

る。なお、②については、甲の役員等（実質的に経営に関与する者を
含む、以下同じ。）、乙が法人である場合は乙の役員等が該当しない
ことを含む。
① 過去、国庫補助金において、不適切な行為により補助金の交付停
止や返還等の処分を受け、本事業への参加や補助金の交付に制
限を受けている者（団体を含む。）

② 暴力団若しくは暴力団員である、又は暴力団若しくは暴力団員
と不適切な関係にある者

第３条（交付申請等）
本補助金における交付申請等の一切の手続きについて、乙は甲に

委託し、甲はこれを受託する。委託を受けた甲は、本規約締結後遅滞
なく本補助金の交付申請等の手続きを行い、乙は甲の行う手続きに
協力するものとする。
2　甲及び乙は、本規約締結後交付申請が不備なく完了するまでの間、
事務局が本補助金のホームページで公表する本事業の執行状況及
び予算の執行状況について、随時確認するものとする。

第４条（本補助金の支払と還元）
甲が本補助金の交付を受けたとき、甲は受領した当該補助金相当

額について、直ちに以下の①又は②の方法のうち、本規約に署名し
た際に合意する方法により乙に還元する。（本補助金は、本事務局が
甲の提出した交付申請に交付決定を行った後、原則、補助金支払日
として指定する日に甲に交付される。）
① 本件契約に係る乙の甲に対する債務に充当する方法
② 現金で支払う方法
2　前項の規定は、補助金の還元前に乙が死亡した場合、甲が乙の相続
人に交付された本補助金を還元することを妨げるものではない。
3　補助金支払日以前に甲に破産手続開始決定がなされた場合、事務
局は、乙に対して本補助金を交付することができるものとし、甲は
これに同意する。破産手続開始決定前においては、破産手続開始の
原因となる事実の生ずるおそれがあると事務局等が認める場合には、
本補助金の支払いを留保する場合がある。
4　甲は、第 1項の補助金支払日までに本補助金を受領するために必
要な一切の手続きを完了しなければならない。第１項に定める補助
金支払日において、事務局等の責によらない事由により甲に本補助
金を交付することができない場合、事務局は別途本補助金の受領期
限を定めて甲に通知するものとし、当該受領期限までに本補助金を
交付することができない場合には、事務局等は本補助金の交付決定
を取り消し、補助金を不交付とすることができるものとする。

第５条（本規約の解除）
乙は、甲が以下の①～③のいずれかに該当する場合、甲に書面で

通知することにより、本規約を解除することができる。
① 甲が破産手続開始の申立てを行い、又はかかる申立てを行うお
それがあると事務局が合理的に判断した場合

② 甲が事務所、店舗、営業所等をすべて閉鎖した場合、その他甲が
事業を継続していることが確認できない場合

③ 甲が乙及び事務局等からの連絡に正当な理由なく応答しない場合
2　前項に基づき乙が本規約を解除するにあたっては、乙は事前に本
事務局に対してその旨を通知するものとする。
3　第 1項に基づき乙が本規約を解除した場合には、事務局等は、その
裁量により、乙に対して本補助金を交付することができるものとし、
甲はこれに同意する。

第 6条（本補助金の申請ができない場合等の取り決め）
甲及び乙は、以下の①～④に該当する各事由により、本補助金の

申請ができない、又は交付を受けられない等の場合における損失等
をその責めの程度を勘案して負担するものとし、負担の範囲とその
方法について、予め双方で取り決めを行わなければならない。
① 交付申請が不備なく完了する以前に、本事業の予算が終了した
こと等により、交付申請期間が終了した場合

② 第 1条第２項⑪により本補助金の交付を受けられない場合
③ 第２条において虚偽の申告をした場合
④ その他、本事務局が本補助金の交付目的に反すると判断し、本補
助金の交付を行わなかった場合

2　甲及び乙は、本補助金の申請ができない、又は交付を受けられな
いこととなった場合等には、前項の取り決めに従い、損失等の負担
の範囲とその方法について、誠実に協議を行うものとする。

※3：令和６年４月15日以前に契約する補助事業は、令和 6年 2月29日制定の書式でも交付申請が可能です。
　　 令和６年４月16日以降に契約する補助事業は、令和 6年 3月15日改定の書式でのみ交付申請が可能です。

第 7条（補助金の返還等）
第 1 条第 2 項⑪により補助金の交付を受けることができなくな

った場合、本事務局は、本交付申請に対して補助金を交付せず、又は
本交付申請に対する交付決定を取り消し、交付済みの補助金につい
て、返還を求める。
2　 甲及び乙は、本補助金の返還命令を受けたことを知った場合、速
やかに相手に通知し、双方で誠実に協議を行うものとする。
3　 事務局等は、本条第 1項に定める本補助金の返還命令、第 4条第
2項に定める補助金の還元に関する紛争、その他甲及び乙、並びに
第三者との間で生じた紛争、並びにその他一切の損失等について、
一切の責任及び義務を負わないものとし、甲及び乙はこれに異議を
申し立てないものとする。

令和 6年 2月 29日制定
令和 6年 3 月 15 日 改定

甲及び乙は、本書を 2 通作成し署名又は記名押印の上、それぞれ1通を保管し、その写しを事務局に提出するものとする。

※4：契約書の締結者と同じ者が記名及び社印を押印（個人事業主は実印）してください。本規約に署名する甲の代表者は、必ずしも甲の代表取締役である必要はありません。
※5：乙が個人であり、本人が自筆の署名をする場合、押印は任意とします。乙が法人である場合は押印が必要です。
※6：消費者等への住宅の省エネ効果に関する情報提供や説明は、給湯省エネ事業者の義務です。 

締 結 日 令和　　　年　　　月　　　日

〒
住　　所

事 業 者 名

　代 表 者 氏 名※4

〒
住　　所

対象機器の導入による住宅の省エネ効果について、【甲】からどのような情報提供を受けたか※6 以下に具体的に記入してください。

社印

（給湯省エネ事業者）

補
助
事
業
者

【甲】
※4

共
同
事
業
者

【乙】
※4

印
※5

省エネ効果の情報提供
記入がない場合、受理されません。!

　氏　　名※4

（工事発注者等）
※法人は会社名

記入がない場合、受理されません。!

Jクレジット制度の
参加表明

共同事業者が個人であり、
本導入に係る契約の締結日が

令和 6年 4月16日以降の場合のみ

補助対象の導入による温室効果ガス排出削減効果について、
①②いずれかの方法によりＪクレジット化を実施する予定です。

※ ②を選択した場合、自身で参加するプログラムを探す必要があります。（参考：https://japancredit.go.jp/project/index.php#result）
（該当するプログラムがない場合、①を選択してください）

※ ZEH補助金等、他のプログラムに入会しており、本事業の補助対象である給湯器の温室効果ガス排出削減効果が、既にクレジット化さ
れている又は見込みである場合も②に記載してください。

※ ①を選択した場合、団体への入会手続きは事務局が行います。
甲及び乙は、個人情報を含む交付申請の情報のうち、当該入会手続きに必要な情報について、Ｊークレジット事業実施団体及び国へ
提供されることに同意したことになります。

① 事務局が指定するＪークレジット事業実施団体
　（ J クレジット制度に基づき排出削減事業を行う団体をいう。）に入会予定

② 地方公共団体又は民間団体等が管理するプログラムに入会予定・入会済

プログラム名
記入がない場合、受理されません。!

い
ず
れ
か

※3

【甲】【乙】が同意した内容について、【乙】が記入してください。

本件契約に係る乙の甲に対する債務（支払）に充当する方法
甲が乙に現金で支払う方法

いずれかに　 がない場合、
受理されません。

!

補  助  金
還元方法

東京都 千代田区 △△町 1-1-1

給湯省エネ株式会社

給湯　太郎

（得られた知識や、より効率的な機器の使い方など、省エネに関して情報提供を受けた内容を
自由に記入してください。記入がない場合、書類の不備となります。）

東京都 港区 △△町 1-1-1

省エネ　二郎

100 - xxxx

100 - xxxx

社印

6 ● ●●

印
※5

記入例

工事前・後写真の撮影2 必須

施工前　・　施工後

施工業者名
機種名
撮影日

〇〇〇〇〇
エコキュート
2023年4月3日

現場名 □□□□□

新しく設置したエコキュート全体が確認できるよう撮影してください。
【撮影方法について】
従前の給湯器と同じ場所に設置する場合は、画角や距離を
工事前写真と合わせるように撮影
＊エコキュートの場合は銘板ラベルの写真提出は不要です。

【工事看板の必要有無について】
契約日が2023年11月1日以前の場合は工事
日（撮影日）を入れた工事看板等（手書きの紙
等も可）が必須になります。

【撮影し忘れ等について】
工事前写真を取り忘れた、撮影日が確認でき
ない等の場合、原則、補助対象になりません。
※1事業者１申請に限り、「工事【前】写真・提出免除依頼書」の  
提出により、工事前写真の提出が免除されます)

【撮影し忘れ等について】
工事後写真は工事前写真と異なり、提出免除はありません。

https://kyutou-shoene2024.meti.go.jp/assets/doc/
kyuto_youshiki_3.pdf

【省エネ効果の情報提供について】
対象機器（エコキュート）の導入による住宅の
省エネ効果について、販売店様からお客様へ
情報提供をお願いいたします。
※所有者様による記入が必要です。

【J-クレジットについて】
●参加にあたり費用はかかりません。
●参加者にはモニタリングへの協力を依頼さ
れる可能性がありますので、その際は対応い
ただく必要があります。
＊モニタリング内容は所要時間3分程度のアンケート回答と
なる見込みです。

https://kyutou-shoene2024.meti.go.jp/assets/doc/kyuto_
koujishashindaishi.pdf

写真台紙ダウンロード

工事前

工事後

SRT-P376UB

SRT-PT376UB

SRT-MU416-P

0000000000

〇〇〇　〇〇

〇〇会社　〇〇〇営業所
●●県●●市●●町 000 番地
XX-XXXX-XXXX

〇〇県××市 △△

20XX X X

XX-XXXX-XXXX

000-0000

製品型番の記載は
ありますか？

エコキュートの保証書ですか？

製造番号の記載はありますか？

お客様のお名前は
工事発注者と一致していますか？

お客様の住所・電話番号の
記載はありますか？

メーカー名は分かりますか？

販売店名の記載はありますか？

お買い上げ日の
記載はありますか？


